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Q 50003：2023 (ISO 50003：2021) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人

エネルギー総合工学研究所（IAE）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて

日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した

日本産業規格である。これによって，JIS Q 50003:2015 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 Q 50003：2023 
 (ISO 50003：2021) 

エネルギーマネジメントシステム－ 

エネルギーマネジメントシステムの審査及び 

認証を行う機関に対する要求事項 

Energy management systems-Requirements for bodies providing audit and 

certification of energy management systems 

 
序文 

この規格は，2021 年に第 2 版として発行された ISO 50003 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，JIS Q17021-1:2015 と併せて使用することを意図している。 

JIS Q 17021-1:2015 の要求事項に加え，この規格は，審査及び認証の有効性を確実にするために必要な，

エネルギーマネジメントシステムの特定の専門分野を反映させた要求事項を規定している。その一方で，

この規格は，エネルギー効率，エネルギーの使用及びエネルギー使用量を含むエネルギーパフォーマンス，

並びにエネルギーマネジメントシステムを継続的に改善させる組織の努力を支援する。特に，この規格は，

審査プロセスに必要な追加の要求事項を取り上げている。この規格は，計画プロセス，初回認証審査，現

地審査の実施，審査員の力量，審査工数，及び複数サイトサンプリングを取り扱う。この規格の箇条構造

は，JIS Q 17021-1:2015 に準じる。附属書 A 及び附属書 B は規定であり，附属書 C 及び附属書 D は，JIS 

Q 17021-1:2015 を補完する追加情報を記載している。 

この規格は，認証を目的とするエネルギーマネジメントシステム審査について取り扱うが，エネルギー

使用量及びエネルギーの使用の系統的な分析方法の確立を目的とした，ISO 50002 で規定されるエネルギ

ー診断は取り扱わない。 

この規格では，特に指定しない限り，“サイト”という単語は，一つの常設サイト（物理的又は仮想の）

又は一時的サイト（物理的又は仮想の）を意味する単数形とみなすことも，複数の常設サイト又は一時的

サイトを意味する複数形とみなすことも可能である。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS Q 50001 のエネルギーマネジメントシステム（以下，EnMS という。）の審査及び認証

を行う機関に対する，EnMS の審査及び認証の力量，一貫性及び公平性に関する要求事項について規定す

る。また，EnMS 審査の有効性を確実にするため，この規格は，審査プロセス，EnMS の認証プロセスに関

与する要員の力量の要求事項，審査工数，及び複数サイトサンプリングを規定する。 


